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1．はじめに   

ある経済主体の生産活動が、他の経済主体の  

生産活動に、市場を通さずに影響を与える時、  
外部効果があるといい、それが悪（好）影響であ  
る時、負（正）の外部性があるという。その効果  
が市場を通して賞罰を受けない為、負（正）の外  
部性を出す主体による生産過剰（生産不足）が起  

る。公害問題などはこうして拡大する。こうし  
た外部性の問題解決の為、政府が負の外部性を  
出している主体には課税し、正の外部性を出し  
ている主体には奨励金を出すことにより生産活  

動の抑制や奨励をはかることが行なわれている。  

この税金や奨励金のことを責任ルール  

（1iability rule）またはピグー税といい、各主  

体の個人的最適化が社会的最適化に一致するよ  

う各主体の生産活動を誘導する責任ルールを最  

適責任ルールと呼ぶ。Sheaは最適責任ルールの  

必要十分条件を求めているが、それは責任ルー  
ルを課した後の個人的最適化が、責任ルールを  

課す前の社会的最適化に一致する条件として求  

めたものであった。その為特殊な場合として生  
産量に関係なく一定の責任ルールが課せられる  

といった変則的なことも起ることとなっている。  

さらに政府の行う種々の行政行為のもつ社会的  

効果（利得）を織り込んだ上での最適責任ルール  

を論じた文献は見当らない。本論文では、（1）複  
数の企業が相互に正あるいは負の外部性を与え  

合っている場合について、（2）政府が税金で行う  
行政行為（経済活動）の社会的効果、を考慮した  
上で具体的な最適責任ルールの導出を行う。   

2．最適責任ルール  

乃個の企業を考える。  

クf：企業fの製品価格（i＝1，…，乃）  

ヴ′：企業iの生産量  

q＝（鋸・‥，軋）‥生産ベクトル  

4（q）‥生産ベクトルがqの時の、企業fの生産  

費用（他企業の生産量にも影響される）  

1（q）：企業iの課税額（負なら奨励金）  

一責任ルール（決定変数）  

〃 九（q）＝∑′（ヴ）：総税額（政府収入）  

i＝1  

方（ん）：政府収入がふの時、それを事業にまわ  

して得られる利益  

呵（ヴ）‥生産ベクトルがqの時の企鄭の利益  

呵（ヴ）＝朋－4（けイ（ヴ）  （1）  

（f＝1，…，乃）  

Ⅳ（ヴ）：生産ベクトルがqの時の社会としての  

利益  

〃 呵q）＝∑呵（可＋ん（q）・方（わ）  

f＝l  

〃   ＝∑‡朋－4（q））・方（ん）  

i＝l  

最適責任ルールにおいては、  

個人的最適化：佃）→讐X  

と社会的最適化：呵q）→讐X  

の解が一致する必要がある。   

定理1：最適責任ルールの必要十分条件は、  

・＝ 一咽  

（i＝1，…，乃）  

が成り立つことである。  

（2）  

記号‥ヴト。＝（ql ，‥・，軋，0，軋……，吼）  

仮定（i）4（qト。）＝0（生産しないなら生産費  

用は0である）   

（ii）J（冒ト。）＝0（生産しないなら責任ルー  

ルは課されない）   

（iii）方（0）＝0（政府が何も投入しなければ、  

利益ゼロである）   

仙）方′（力）≧0（政府事業の限界利益は非負  

である）  
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定理2：仮定（i）～血）のもとで、各企業が  

恥…，q′－だけ生産する時の最適責任ルールは次  

のように与えられる。  

3  

1＋3た  一丁∑拍）－  3 ∑‡eノ（軋。）  
J＝lノ≠J  （1＋2た）（1＋3た）  

ノ＝l  

（f＝1，2，3）  

ただし e′（曾）＝4．1（ヴトA′十l（軋。）  

・A′．2 

（J＝1，2，3；A4＝Al，4＝4）  

（13）  

柏）＝ef（qト‡中（ヴ）］一項（qト。）］）  
（f＝1，…，〃）  

ただし  

ef（ヴ）＝∑‡Aノ（q）－Aノ（ヴf＿。）〉  
ノ≠f  

力（q）は次の方程式の唯一つの解である。  

ズ＋れ芳（ズ）＝∑（中（ヴト。）］叫（q）‡  
J＝l  

（6）式の意味：（企業iへの最適課税額）  

l卜l）  

（7）  

3  

く例〉 4（ヴ）＝∑αリ甘言（g＝1，2，3）  
ノ＝l  

の時、特に  

（15）  

（8）  

3
 
1
 
 

0
 
 

1
 
0
 
つ
ん
 
 

ニ
 
 

］
 
 

‥
‖
ソ
 
 
ロ
 
 

［
 
 （16）  

＝〔 〕－〔 合計 

＝（企業fの生産による社会の総損失）  

〕   

〔 

旬は企業ノが企業‖こ及ぼす負  

負の数は正の外部性  

系1‥方（り＝0 ノbr∀力⇒J（曾）＝ef（q）  
とすると、  

。 
〕佃＝吉（14拍書・q‡）   

餉）＝吉（一2か21か冒‡）  

〔 

政府事業が何の利益も生まないなら、  

各企業間で補償金の直接授受をするのと同  

系2‥qノ＝0 ♪r∀ノ（≠中り（ヴ）＝0  （17）  

〕 
とすると最適生  

産量は曾q；＝，ヴ；＝となり、最適責  

任ルールは仰）＝咽瑚）＝喝瑚）＝」・弔  

となる。企業3は企業1に少しだけ負の外部性  

（9） 

自分以外に誰も経済活動しないなら、  

自分には課税も奨励金もない  

3．SpecialCase   

定理3‥方（ズ）＝b（た≧0），〃＝2  

の時の最適責任ルールは、  

た  

頼）＝憲ピー（ヴト古口 
e2（q）  

た 餓）＝一方コ ピl（か憲e2（ヴ）  

ただし el（ヴ）＝4（ヴ）－4（0，q2）  

e2（ヴ）＝Al（ヴトAl（恥0）   

定理4‥方（ズ）＝b（た≧0），〃＝3の時  

佃＝e㈲・丁完貫eノ（q卜0）  

部性を与えているので、差し引きかなり大きな  

奨励金あるいは補償金を受け取ることになる。   
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